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ま え が き 

 

  長期的雇用関係、年功的処遇制度、内部労働市場、企業別労使関係、正規・非正規

労働者の分離などを内容とする日本的雇用システムは、社会、経済、産業等の構造変化

や、それらを背景とした政策の働きかけを受けて、様々な変化を遂げつつも、根強い持

続性を示してきた。しかし、急速な少子・高齢化による国内市場の縮小と労働力の減少、

グローバル競争の一層の進展、AI、IoT、Big Data などを駆使した新たな技術革新のなか

で、同システムのさらなる変容・改革は今後も続いていくであろう。 

私ども労働政策研究・研修機構（JILPT）は、今後の様々な労働政策のあり方を考え

る上での基礎的な研究として、日本的雇用システムの現在の姿と今後の方向を探る部門

横断的プロジェクトを 2014年度より行ってきた。これまでは、その第一段階として、（１）

既存の統計データや調査資料を総合的に分析検討することによって、日本的雇用システ

ムの現在の姿を要素ごとに、かつ全体的に明らかにして、今後の行方を探るプロジェク

トを行い、その成果を『日本的雇用システムのゆくえ』（JILPT 第 3 期研究プロジェクト

シリーズ４、2017 年 12 月）として刊行した。 

また、（２）日本的雇用システムの形成や変遷の歴史的な経路を、明治維新以来の経

済社会の変化の中で繰り広げられてきた、産業、労働市場、人事労務管理、組合運動、

労使関係等の変化と国の政策との相互に関連した営みとして、全体的に描き出す文献研

究プロジェクトに従事してきたが、ここに 1990 年代前半の時期までの変遷について、『資

料シリーズ』として一旦取りまとめることとした。 

本調査報告は、日本的雇用システムについて、前史としての江戸時代の産業と労働

のあり方にまで遡り、身分的な農業中心社会が近代化され産業化されて発展し、日本的

雇用システムを中核とする「雇用社会」に結実したうえ、さらなる環境・構造変化の中

で変容してきた過程を、国の政策の役割との関連で包括的に描き出そうとしている。日

本的雇用システム（雇用社会) の生成、発展、確立、変容に関する壮大な歴史物語の試

みといえよう。本文献研究プロジェクトは、今後、1990 年代初頭のバブル崩壊後の雇用

システム(雇用社会)と政策の相互作用を、連続した歴史的経路として接合したうえで、

全体的補正を行うことによって完成することとなる。 
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図表 1-2 明治前半期における人口、有業者数、賃労働者数の推移（単位：千人） 

   全人口  有業者数 農林業 
その他の 

産業 
雇用者数 職工数 

1878                         

（明治 11） 
35,969 21,789 

14,778

（67.8％） 
7,011 ― ― 

1886           

（明治 19） 
38,289 22,359 

14,488

（64.8％） 
7,776 

193.9                    

（0.87％） 
126.0 

1892                 

（明治 25） 
40,500 23,240 

14,340

（64.7％） 
9,923 

294.4                

（1.27％）  
180.3 

1896                

（明治 29） 
42,067 23,727 

14,335

（60.4％） 
9,392 ― 418.5（注） 

（注）「農商務省統計表」の数値。「全国工場統計」では 414.1（千人）となっている。 

出典：農商務省商工局（1903）、農商務省官房統計課（1913）、梅村ほか（1988）を参考に筆者作成 
 

 

（２） 明治期における賃労働者・職工のタイプと状況 

（ア） 近代的工場の展開と職工の登場 

（近代的工場と職工的職人の登場・「伝習生」制度） 

日本が西欧の技術体系と接触した明治初期、我が国の伝統的な技術・技能体系と西欧

の近代的な技術体系は大きく異なっていた。このため、殖産興業による工場制度の移植

に当たっては、高級技術から現場労働に至るまで、西欧の技師・職工から技術・技能の

「伝習」を受けなければならなかった37。例えば、横須賀造船所、三菱長崎造船所、石川

島造船所、大阪鉄工所等の代表的工場や富岡などの官立製紙工場、官営紡績工場、民営

の大阪紡績工場などでは、近代的な技術を持った外国人技師・職工が招聘され、その指

南のもとで、日本人技師や在来の金属・機械関係の職人達が集められ、現場の仕事を覚

え、かつ覚えた仕事を相互に伝えつつ作業に従事した（その様子は、横須賀海軍工廠編

（1973）『横須賀海軍船廠史』において、「甲熟スレバ乙ニ伝ヘ、乙熟スレバ丙ニ伝ヘ」

と記録されている）。こうした明治初期の近代的工場における技能習得方式は、「伝習生」

制度と呼ばれ、概ね、西欧の技師達が去る明治 10 年代半ばまで続いた（隅谷（1977））。 

（職人的職工と親方請負制・親方徒弟制） 

西欧の技師達が去ると、近代的工場では、伝習生として訓練を受けた日本の職人達が

近代技術を身につけた職人（「職人的職工」）として各地の工場で活躍した。彼らの多く

                            
37 技術体系は異なっていたが、洋式船舶、エンジンなどに要する近代的技術は、当時の船大工や鍛冶・木

工・金工などの職人の技能と重なり合う部分もあり、これらの職人の手に全く負えないものではなかった。

このため、外人技術者の指導のもとで実地訓練を受けたり、学んだ技術を相互に伝える「伝習制度」によ

る習得が成り立った。 
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た、中村（1978）によっても、次のように、工場における規模別の職工賃金の格差は、

1920 年代から 1930 年代前半にかけて拡大している（図表 1-3）。 

  

図表 1-3 東京における職工数 10 人以上の工場の賃金の 10 人以下の工場の賃金に対する倍率 

 

出典：中村隆英『日本経済―その成長と構造』（1978）東京大学出版会 p.109 第 21 表 

 

（イ） 雇用構造の階層化 

（労働市場の階層化） 

この間、大企業と中小企業の市場には大きな断層が生まれ、雇用構造の階層化が進ん

でおり110、賃金格差拡大の統計は、その現われであると考えられた（隅谷（1964））。即

ち、大企業では生産性が向上する一方、若年労働力を整理し雇用は縮小した。特に、重

化学工業において近代的な新しい機械・技術を導入するとともに、労働者に教育訓練投

資を行い生産性を向上させ、投資を行った労働者を保持するために賃金配分・格付けす

る処遇体系と独自の閉鎖的な内部市場を発達させた。加えて、活発化しつつあった労働

運動の影響から自社の労働者を切り離すため、終身雇用や経営家族主義が採用され、閉

鎖的な雇用システムが形成された。 

他方、中小・零細企業でも、事業縮小や倒産の頻発によって雇用は不安定化した111が、

封鎖的な内部市場の形成された大企業との間の労働移動の道は閉ざされた。このため、

これらの不安定層や農村から流入した人口層は小零細、商業、サービス業などの低生産

部門を中心に過剰労働力として潜在失業化し、賃金は急激に低下した。また、世帯主の

所得低下と窮乏は、家族の内職労働の活発化や労働市場への参入となり、さらに供給過

剰による賃金低下を招く悪循環を生じた。 

こうして、大企業労働者の賃金は着実に上昇し相対的に安定した生活を享受する一方、

中小・零細企業や生業的経営層は、不安定雇用と低賃金の状態に取り残され、雇用構造

の階層化が明確となった。第一次大戦後の労働運動の分極化と小規模零細企業における

争議の多発には、このような雇用構造の階層化の問題があったとされる（隅谷（1964））。 

                           
 

110 小宮山（1941）は、1930 年代前半に機械器具生産において下請工業の存在、下請分業構造の階層性が確

認される、としている。 
111 尾高（1984）によれば、内閣統計局「大正十四年失業等計調査報告」（1926）のデータでは、1925 年の

顕在失業率は、男子 5.3％、女子 1.4％、計 4.5％であった。1930 年には男子 2.3％、女子 0.3％、計 1.4％

であり、それに比べかなり高い。もっとも、尾高は、こうした統計上の失業率は、厳しい失業の実態を反

映していないとしている。 

年代 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927

倍率 1.03 1.04 0.99 1.09 1.15 1.16 1.05 1.33 1.09 1.20 1.26

年代 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937

倍率 1.21 1.25 1.38 1.43 1.37 1.41 1.42 1.36 1.35 1.29
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儀なくされた。 

戦間期は、労働組合組織の発展期であったが、組織率は、1936 年の 7.9%が最高にすぎ

ず、しかも、組合員 30 万人のうち３分の１は海員であり、一般労働者の組織率は極めて

低かった。それには、①長期の経済停滞により、賃上げやストライキ・組織活動が困難

だったこと、②労働運動に対する弾圧が続いたこと、③組合側の絶えざる派閥抗争が運

動の力を削いだこと、などが考えられる。元々、我が国の労働組合組織は、歴史的に産

業別や職業別など独自の組織的基盤を欠き、政治的なイデオロギーや政党によって支配

される傾向が強かった。このため、組織は多少拡大しても、確固とした組合運動の展開

には限界があり、政治的抗争によって組合運動が左右されるという状況が繰り返された。 

（２） 雇用システム・労働市場の動向 

（雇用システムの原型の出現） 

第一次大戦時の好況は、企業活動の活発化と大規模化に伴う労働需要を逼迫させ、労

働者の移動を盛んにした。大企業でも熟練工、技能工の不足などの労働者不足は深刻な

問題となった。特に、近代的な技術・生産設備を導入した企業（主として重化学工業）

においては、新機械・生産システムに適合した労働システムへの転換とともに、これら

のシステムに適合する技能工の育成と定着などが課題となった。 

また、労使関係においては、大戦後の物価高騰と実質賃金低下、社会主義の影響等に

よる労働争議の急増と急進化した労働組合活動が企業内に及ぶことが懸念された。この

ため、大企業では、「経営家族主義」により会社との一体や奉仕の徳を強調し、手厚い福

利厚生施策を講じたり、工場委員会などを通じた従業員との意思疎通に努めるなどの対

応が図られた。 

1920 年代になると、軍需の縮小、関東大震災などにより長期の不況が訪れた。この間、

激しい労働移動は止み、勤続年数は長期化の傾向となった。この頃、近代的な大企業工

場において経営合理化・生産性の向上と機械・生産システムの導入が進み、それに応じ、

大戦後からの課題に対応した新たな雇用システムの原型が形成されつつあった。 

その内容は、①親方請負・間接管理から直接雇用・管理方式への切り替え、②年少者

を採用し新しい技術・生産システムに適合する技能工を自前で育てる養成工制度の導入、

③企業内昇進、定期昇給・人事査定、賞与制度、定年制と退職金制度、各種福利厚生制

度などの内部市場の仕組みの技能労働者への適用、④人材の育成・調達・適正配置、企

業合併、直庸化、労働紛争対処などを担当する専門の人事部の設置、などからなる。 

このうち、養成工制度の導入は、新技術に対応できる者の育成という視点に加え、組

織に忠実な「子飼い技能工」の育成によって、「渡り職工」による争議の勃発や急進的な

活動から企業を守り労使関係の安定を図る意図があった。 

こうして、戦後に形成される内部市場型の長期雇用システムの原型といえる仕組みが、

ホワイトカラーだけでなく大企業の子飼い労働者（ブルーカラー）の一部に出現したが、
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こうした仕組みは、戦前においては、未だ全体の一部に過ぎず流動層が太宗を占めた。

その後、1930 年代から 1940 年代にかけて重工業化による労働力需要の拡大とインフレが

亢進する中で、再び労働者の移動は激しくなった。 

（ホワイトカラーの学卒採用と学歴資格制） 

企業の人員採用方式は、明治末期から定型化と制度化が進み、1910 年頃には多くの企

業が大学卒を採用することが通常となり、職員層は大卒者か高等専門学校卒業者が多く

なった。1920 年代後半から 1930 年代にかけて、学校から企業への学卒者の一括採用方式

が、技術者から事務系職員まで拡大した。その推進力は、学校側の熱心な働きかけと「実

務を学校の延長」ととらえる就労観の存在であったとされる。 

それによって、第一次大戦後の職制は学歴資格制度となり、従業員グループは、概ね、

①本社一括採用の経営スタッフたる「社員」＝大学・専門学校卒、②特定分野での専門

化・特殊化された職務を担当する「準社員」＝中学卒、③請負的な関係の「工員」＝高

小卒、④筋肉労働に従事する下請け会社の従業員たる「組夫」＝尋常小卒の４つのグル

ープに分けられた。これらのグループごとに、職能、採用、解雇、昇進経路、給与など

において質的な違いがあった。特に、ホワイトカラー層とブルーカラー層の間には大き

な断絶があったが、子飼いの養成工は準社員に近い新たなブルーカラー層であった。ま

た、1930 年頃から、景気回復による労働需要が発生したが、見通しのつかない状況の中

で本工の解雇を避ける意識から、期間限定の臨時工が急増し、期間更新の不安定な立場、

処遇・福利厚生における本工との違いなどが問題視された。 

（労働市場の階層化と都市雑業） 

労働市場では、第一次世界大戦から昭和恐慌までの時期にあっても、実質賃金は確実

に上昇したが、他方、農業と工業、大企業と中小企業の賃金格差は拡大し雇用の階層化

が進んだ。その背景には、農業労働力の流入による労働力の供給過剰に加え、都市の雑

業（中小零細企業、サービス業、家内労働、人夫・日雇その他雑多な生業）の世界が労

働力のプールとして存在し、中小企業に対する賃金引き下げ圧力として働く構造があっ

た。また、都市雑業の世界は、農業労働力流入の第一次的受け皿となる一方、雇用部門

に対する労働力供給の源として媒介的役割を果たすとともに、全部雇用の形で潜在失業

者を抱え、景気の変動に伴うバッファーとして表面上の失業を緩和させていた。こうし

た構造は、第二次大戦期をまたぎ高度成長期まで持続した。 

（３） 社会労働政策の展開 

戦間期になると、重化学工業を中心とする産業の本格的発展とともに、雇用制度が発

達し、内務省社会局を中心として、社会労働政策が本格的に起動した。 

（労使関係政策） 

まず、第一次大戦後の労働政策は、争議活動の活発化と組合の急激な組織拡大、サン

ジカリズムや社会主義などの影響を受けた組合の急進化に直面し、労使関係政策が中心
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課題となった。その対策は、基本的に、企業内における労使の意思疎通や福祉策を促進

するなど宥和策を講じる一方、企業外の社会主義的活動は社会の治安の関わる活動とし

て厳しく取り締まる「アメとムチ」の二面的な政策であった。 

第一に、宥和策として「協調主義」に立った労使関係政策が展開された。具体的には、

企業内労使の意思疎通機関たる工場委員会制度の普及、ILO 労働者代表の選出を契機とす

る労働組合の事実上の公認、争議行為の抑圧・取締規定たる治安警察法 17 条・30条の廃

止と私益事業の任意調停を柱とする労働争議調停法の制定などの施策が進められた。

1920 年には、労働関係を扱う専門の組織として内務省社会局が誕生し、海外の政策動向

も踏まえた社会政策的視点を導入した新たな政策展開が始まった。 

第二に、企業外の急進的な組合活動に対しては、厳しい取り締まりがなされた。従来

からの治安警察法のほか、1924 年には、治安維持法が制定され、さらに、1928 年には、

緊急勅令によって、国体の変革及び私有財産の否認を目的とする結社行動を厳罰に処す

ることとされた。同法は、共産党の弾圧を目的としたが、同党の影響下にあった「評議

会」系の指導者たちにも影響が及んだ。1928 年には、「評議会」が解散させられた。 

第三に、労働組合のあり方に関わる労働組合法の内容については、健全な組合活動を

育成・支援する立場に立ち、任意設立・届け出主義、労働者の組合加入権を認める内務

省案に対し、法人格強制主義・設立認可主義をとり当局の監視下に置こうとする農商務

省案の対立をはじめとして、10 年もの間、議論と調整がなされた。数次にわたり法案が

作成・国会に提出されたものの、経営側の強い反対などもあり流産のやむなきとなった。 

（労働条件政策と社会保障政策） 

次に、労働条件政策として、1923 年には、工場法の大改正（施行 1926 年）がなされ、

職工 10人以上工場への対象の拡大、就業禁止・保護の対象者の年齢引き上げ、労働条件

の規制基準の引き上げ（就業時間、深夜業の時間など）、施行令・施行規則による労働契

約に係る規定の充実（解雇予告・手当、就業規則作成等）などが図られた。 

労働者の災害補償に関しては、災害発生率の高い土木建設業、貨物積卸、交通運輸事

業について、直接の雇用関係にかかわらず元請け人を業務上の災害に責任を持つ雇い主

とし、すべての業務上の扶助に強制責任保険制度の裏づけをする労働者災害扶助法と労

働者災害扶助責任法が 1930 年に策定された。 

さらに、職業安定関係では、1919 年の ILO 総会採択の「失業の関する条約」を踏まえ、

1921 年に職業紹介法が制定され、公立職業紹介業務を市町村の管掌とし営利職業紹介は

限定的なものとした。また、市町村の経費を国が補助する規定を置くとともに、職業紹

介所の事業の連絡統一を図るため、中央及び地方に職業紹介事務局（協調会、後に内務

省）を置き内務大臣が監督することとした。関東大震災後には大量の失業者の発生に対

し政府は 1925 年冬季から六大都市で失業者救済事業が開始され、その後、地域・時期を

拡大して実施された。 
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失業保険制度については、事業主の意向や各方面への影響を考慮して将来の課題とし、

替わって退職一般に係る手当制度として退職積立金制度を法制化した。同制度は退職積

立金制度と退職手当積立金制度からなり、工場法・鉱業法の適用を受ける常時 50 人以上

の労働者を雇用する工場・事業に適用された。そのほか、健康保険制度、厚生年金制度

が設けられ労災補償保険制度と併せ、社会保険制度の基盤が形成された。 

第一次大戦後の時期は、重化学工業の勃興など産業・経済が急激に発展する一方、急

激な発展に伴う労働条件の悪化や国際的な社会主義の興隆に対応して労働組合運動の活

発化と争議の頻発が生じ、これに対する対応が政策の中心となった。また、この時期は、

我が国が国際的に重要な地位を占めるようになった時期でもあり、内務省社会局を中心

に近代的な社会・労働政策の導入により先進諸国に追いつくことを志向し模索した時期

であり、漸く我が国の社会労働政策といえるものが起動した。労働組合法は流産となり、

雇用保険制度は制定に至らないなど重要な案件は戦後に持ち越されたものの、その間の

様々な試案や議論によって戦後につながる労働・社会政策にかかる蓄積がなされた。 

 

第５節 戦時体制・統制の時代 

戦時体制のもとでは、労働関係を直接規律する統制立法が短期間のうちに相次ぎ発出

された特異な時期であり、それによって雇用システムは大きな影響を受けることとなっ

た。 

（労働市場と雇用システム） 

1937 年の満州事変以後、軍需生産が活発化し 1930 年代半ばには重工業を中心に人手不

足は顕著となり、職工の移動と奪い合いが盛んとなった。このため 1938 年に職業紹介法

を改正し、職業紹介所を国有とし戦略的重要産業へ労働者を送り込む体制を作るととも

に、1939 年に「従業員雇入制限令」や「青少年雇用制限令」により、重化学工業等の技

術者・熟練工などの雇い入れ規制（職業紹介所長の認可）、青少年の不急産業への雇入規

制、さらに「国民労働手帳」の保持・提出によるチェックの仕組みを設けた。 

それでも労働力不足が深刻化すると 1939年から国家総動員法による労働力動員へと発

展し、1939 年の「国民職業能力申告令」による技術者等の登録、同年の「国民徴用令」

による労務動員計画の策定による軍需産業、生産拡大産業等に対する労働力の重点的・

計画的充足が図られ、順次強化されていった。 

戦争段階に入ると国民徴用と勤労動員がさらに本格化し、「労務需給調整令」による重

点的な労務配置政策へ一段進み、移動・解雇の許可制による移動制限、さらには、徴用

労働力の拡大、国民皆労働体制として女子、学徒の動員、生徒の動員にまで及んだ。 

（技能者養成制度） 

これらの移動防止策と並び、1939 年 3 月に制定された工場技能者養成令は、各企業に

技能養成制度を義務づけることを通じて技能者養成制度を拡大・制度化することとなっ
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た。同法は、年齢 16歳以上の男子を常時 200 人以上雇用する工場または事業場に対し命

令をもって３年間の技能者の養成を行わせるもので、毎年、厚生大臣が事業ごとに定め

る比率を当該事業場の労働者数に乗じて得た員数について養成することとされた。技能

者養成制度の実績は、それまでの工場徒弟制度に比べ内容・方法において本格的・組織

的なものであり、養成修了者は量的・質的両面で戦時における機械工業の基幹労働力と

しての役割を果たした。 

（賃金・労務統制） 

統制が細部まで徹底したのが賃金であった。満州事変後の軍需によりインフレ経済と

なり、日中戦争に突入して拍車がかかった。より高い賃金を求めての移動が活発となり、

労働移動とともに賃金の抑制が課題となった。このため、1939 年に「賃金統制令」（第一

次）による重工業等の産業の初任給の抑制、さらに「賃金臨時措置令」による１年間の

賃金凍結が実施された。 

しかし、インフレによる生活難から労働移動が止まないと、1940 年、政府は、第二次

賃金統制令を発し、単なるインフレ策を超え、労働生産性の向上とその前提となる生活

の安定を図るため賃金制度に踏み込み、①生活の安定のための最低賃金と経験工最高初

給賃金（性・年齢・地域別等）の設定、②賃金総額の制限と平均時間割賃金の公定をお

こなった。1942 年になると、勅令として職員及び工員共通に適用される「重要事業場労

務管理令」を制定し、基幹産業について同管理令に基づく運用方針及び記載例を作成し、

労務管理の細部まで介入した。特に昇給の仕組みについて、運用方針・記載例は、年２

回、全労働者を対象とするとし、平均昇給率を定めるとともに、昇給額は最高と最低の

範囲内であるべきことを規定した。これによって、勤続による定期昇給の仕組みと年功

序列賃金が全国的に広まったとされる。 

また、戦時賃金制度の特徴として、家族手当、住宅手当、物価手当などの複雑な手当

制度の普及がある 1937 年から 1940 年にかけての急激なインフレの進行の中で賃金統制

法令が手当を適用除外としたことから、賃金引き上げの簡便な方法として各種手当が支

給された。さらに、重要事業場労務管理令が、各種手当に係る記載例を示し半ば強制的

な指導によって諸手当が賃金の構成要素として定着した。 

そのほか、企業内の福利厚生制度も戦時に大きく発展した。1930 年代末から逼迫する

労働力確保のために福利厚生制度が発達したが、1940 年に会社経理統制令が福利厚生関

係の経費（健保、退職金、安全衛生等）の制限枠拡充を認めたことを契機に広く普及し

た。さらに、重要事業管理令が一定規模の企業に教育訓練、体育、食事、診療などの措

置を課したことにより様々な福利厚生措置が定着した。 

（産業報国会） 

1930 年代後半に、労使関係が不安定となり労働争議が急増し、政府は、戦時体制にお

ける新たな労使関係調整の仕組みとして「産業報国会」制度を創設し、労使関係の一体
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化と生産増強・国策に協力する体制を整えようとした。1938 年８月厚生・内務両次官よ

り各地方長官にあてた通牒により全国各地に産業報国会が組織された。事業場ごとの産

業報国会には、事業一家の発想に立った労資懇談会が設けられ、能率増進、待遇、福利、

共済等の問題について「隔意ナキ懇談ヲ遂ゲ相互ノ完全ナル理解ト協力ヲ実現」するこ

とが期待された。これに伴い、労働組合運動は産報運動に吸収され、総同盟は 1940 年に

自主的に解散した。しかし、懇談会の中身は実質が伴わず、労働者代表は会社の指名で

議長は事業主側となり、青少年指導、福利厚生等が話し合われるに過ぎない場合が多か

った。ただし、労使意思疎通によって労働者の不満の解消をはかり生産性向上の実を挙

げた例も存在し、戦後間もなくの時期に、職場を中心に、職・工一体の企業別組合が結

成された背景として、こうした産業報国会の影響を指摘する意見が有力である。 

 

第６節 産業社会への移行と変化 

戦前の社会は、農業中心の社会から産業社会への移行期であり、経済の成長に伴う企

業の発展によって就業形態は農業・自営業・家族従業中心から雇用労働が次第に普及す

るとともに、所得向上と労働力の移動が生じるなど、人口、家族、地域など社会のあり

方に大きな変化が生じた。 

（農業から第二次・第三次産業への転換） 

産業の動向をみると、第一次産業の有業者の割合が 1900 年に約６割（59.1％）であっ

たが、1930 年に約５割（49.7％）に低下し、1930 年代後半には４割前半（43.7％）にま

で低下した。替わって、第二次及び第三次産業の比率が 1900年に 40.9％（第二次 20.8％、

第三次 29.5％）、1930 年に 50.3％（第二次 20.8％、第三次 29.5％）、1940 年に 56.4％（第

二次 26.1％、第三次 30.3％）と漸次増加していった。 

増加した第二次及び第三次産業の中身について、「近代産業」、「在来産業」（旧在来産

業及び新在来産業）について分類し144、その従事者数の推移を比較した中村（1978）に

よれば、いくつかの段階がみられる。即ち、①まず、19 世紀末に在来産業従事者は大幅

に増加し 1900 年代に停滞した。この間、近代産業従事者は一貫し大幅増であった。②次

に、第一次大戦を含む 1910 年代には両産業従事者はともに増加したが、在来産業従事者

の就業者全体に占める割合は 37％前後で変化せず、他方近代産業従事者は比率も増加し

た。③1920 年代から 1930 年代前半には、近代産業従事者は、数・比率ともに停滞する一

方、在来産業従事者は数・比率ともに急増した。この時期にそれまで一貫して大幅に増

加した近代産業の増加傾向が止まり逆に在来産業が急増したのは、雇用機会が見出しが

                            
144 「近代産業」とは、鉄道、電信電話、汽船、銀行・保険、興業、導入技術による工業、医療、公務等を

指す。また、「旧在来産業」とは、伝統的な経営形態をそのまま維持する産業分野で、大工・左官等の建設

業、家族経営の卸小売、家内工業等を含む。「新在来産業」とは、海外から導入された産業であるが技術や

経営のあり方が旧来の在来産業に近い形に変容し定着したもので、器械製糸、織物業の一部、ペンキ職、

ブリキ職、靴製造、パン製造などが該当する。 
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たい状況の中で労働条件が低い職業でも就労せざるを得なかった（全部雇用）ためであ

り、産業の二重構造が典型的に出現したのもこの時期であった。このように紆余曲折を

経ながらも、非農林水産業従事者数は近代産業を核として一貫して増加し、農業社会か

ら産業社会への転換が進んだ。 

（国民の生活状況への影響と変化） 

産業社会への移行に関連して国民の生活全般にわたり大きな変化が生じた。 

第一に、「多産・多死」の社会からの転換である。明治期以降、経済発展と医療・公衆

衛生の発達による乳幼児死亡率の低下により「多死」の状況は大きく転換した。他方、「多

産」も晩婚化の影響により変化し、出生率は 1920 年の 5.1 から 1940 年の 4.1 まで低下

した。ただし、出生率の低下に比べ乳幼児死亡率の低下の効果がはるかに大きかったた

め、結果として明治期末に 5,000 万人であった総人口は、昭和 15 年（1940 年）に 7,000

万人を超えるまでに増加した。 

第二に、人口分布の変化である。1920 年（大正９年）当時、市部に住む人口は２割に

満たなかったが、市部人口割合は、産業化によって急上昇し 1940年には４割弱に達した。

この間、農村から都市部に膨大な人口が流出した。 

第三に、家族数・形態の変化である。従来、農業社会では直系家族制的な親夫婦と子

供夫婦の同居慣行が強かったが、平均寿命が短かったため同居できない場合や同居期間

の短い場合も多かった。総じて世帯構成は多様であり、世帯主夫婦とその子を中心とし

た世帯（核家族）のほか、世帯主の父母を含む世帯や世帯主の兄弟姉妹まで含む世帯、

さらには使用人などの親族でない世帯員を含む世帯も少なくなかったとされる。その後

の平均寿命の伸長によって親夫婦と子夫婦が同居する可能性が高まったが、逆に、使用

人などの非親族の世帯員は漸減し、結果として平均世帯人員は 1920 年から戦後の 1950

年まで一貫して５人前後の状況を保った。 

第四に、所得格差の拡大である。戦前の世帯所得格差の動向をみると、1880～1940 年

まで、ほぼ一貫して所得格差が拡大した。その要因として、戦前において主たる世帯で

あった農家世帯と都市の非農家世帯との格差拡大が指摘されており、農村部門において

過剰労働力が存在した結果、工業化が進行するにつれて農村と都市部門間の生産性格差

がさらに拡大したとされる。加えて、産業化の初期の段階では、産業間の生産性が異な

るために都市部門内の格差拡大の影響も大きかったとされる。 
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